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は じ め に

1945年 、南 ドイ ッの捕虜収 容所 で、 ヒ トラー親 衛隊 の将校 がユ ダヤ人 に よって

辱め を受 けてい る現場 を 目撃 したジ ョージ ・オーウェル(GeorgeOrwell)は 、そ

のユ ダヤ人 の家族 は皆殺 しにされ た可能性 も高 く、彼 らの ナチス に対す る 「復讐 を

非難 す るのは馬鹿 げてい る」 と擁 護 し、 さらには 「1940年 に、 ヒ トラー親衛 隊の

将校が蹴 り飛 ばされ、屈辱 を与 え られてい る姿 を見 るこ とを考 える と、飛 び上が る

ほ ど喜 ば ない人が いただろ うか」 と問いかけ る。 しか しなが ら彼 はそれに続 けて、

「だが 実際 にそ うす る ことが可能 になる と、それ は単 に、痛 ま しく、嫌悪 の情 を起

こさせ るだけであ る」 と言 う。1両 大戦 で イギ リス は ドイ ッと戦 ったわけだが、 イ

ギ リスが侵略、 占領 され たこ とは一度 も無い。その ため フラ ンスやベル ギー、そ し

て ホロコース トの犠牲 となったユ ダヤ人た ち と比較す る と、 ドイツに対す る憎 しみ

は弱い ものであ った。

第一次大戦後、 イギ リスの人 々に上述の オーウェル と同様の感情 を、つ ま りは ド

イツに対す る憐欄 とフラ ンス に対す る嫌悪の情 を引 き起 こ した復讐劇 はヴェルサ イ

ユ講和条約であ った。西部戦線 で従軍 したチ ャールズ ・ダウイ(CharlesDouie)は 、

この戦争は 「偉大 な人間性 を喚起」 し、その結末 は 「惨事 と死 に対す る精神 の勝利」

と看倣 していたのだが、彼 に とって ヴェルサイユ条約 は、「力尽 きて倒れたかつ ての

敵が蹴 られる」の を見 るような ものであった。2イ ア ン ・ハ ミル トン(lanHamilton)

将軍 もまた、 この条約 を次の ように批判 してい る。

ヴェルサ イユ は、熱心 な若者 たちによって勝 ち取 られた、悪の伝統 に、醜悪

に、長年 に渡 って ヨーロ ッパ を踏み に じっていた皇帝 に対す る勝利の後 日談

の中で最 も無念 な もので ある。破滅的 なヴェルサ イユ よ1そ なたの条約の 中
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には、 この少 年 たちが皇帝 よ りも優 れ ていた と示 す箇所 は一行 た りともな

く、 イ ングラ ン ドの慈悲心 を表す箇所 は一行 た りともな く、 イ ングラ ン ドの

息 子 た ちの寛 大 さを思 い起 こ させ る もの は一 語 た りと もない で は ないか

[……]。3

ハ ミル トンに とっては、 イギ リスの戦争 目的 自体 は正 しい ものであ ったが、 その結

果 もた らされたヴェルサ イユ条約 は、それ まで ドイッが行 って きたの と同様 のこ と

を連合 国が ドイッ国民 に対 して行 ってい るような ものであ り、そ れはイギ リスの、

そ して ヨーロ ッパ全体 の堕落 を意味す る。 イギ リス に とっては ドイツの軍 国主義 を

打破す る正義の戦争で あったはずの この大戦 は、そ の過程でその大義の信愚性 は揺

らいで い き、道徳的優位性 を徐 々に失 って いった。最後 まで イギ リスの戦争 目的の

正 当性 を信 じていたダウイやハ ミル トンの持つ信念です らヴェルサ イユ条約 によっ

て打 ち砕か れるこ ととなった。皮 肉な言い方 をすれ ば、 イギ リス にお ける大戦の記

憶/神 話の締め くくりとして、最 も相応 しい条約で あった と言 えよう。

大蔵省 首席代表 として1919年1月 に始 まったパ リ講和会 議に出席 したイギ リス

の経済学者、 ジ ョン ・メイナー ド ・ケイ ンズ(JohnMaynardKeynes)は 、その

半年後、条約が調印 される直前 に、条約の 内容 に不満 と憤 りを感 じ、そ の職 を辞 し

た。そ して同年末 に 『講和 の経済的帰結』(7'加E60〃o〃zガcCoπ ∫6σ%θ〃66sげ'加

jp6αc6;以 下ECPと 略記)を 出版 した。4そ の内情が謎 に包 まれていたパ リ講和会

議 の 出席 者 に よって執筆 された とい うこと もあ って 同書 はベ ス トセ ラー とな り、

1924年 までに11ヵ 国語で14万 部出版 され、「控 え 目に見積 もって も、50万 人の経

済学の本 を読 んだこ とのない、 そ してこれか らも読 むこ とはないで あろう人 々が こ

の本 を読 んだ」 と言 う経済学者 もい るほ どであ った。5

同書 の中でケインズ は、 ドイツに多額の賠償金 を課す こ とは通貨価値 の低下 を招

き価値単位 を不安定 にす る とし、 さ らには連合 国が課そ う と目論 んでい る多額の賠

償金 を支払 う能力 は ドイッにはない と言 う。 ドイッは連合 国に、連合 国はイギリス

に、そ してイギ リス はアメ リカに多額の債務 を負 うこ とにな り、 これ は ドイッだけ

の問題 に留 ま らず、 ヨーロ ッパ全体 に とって悲劇 を もた らす と警告 し、 この ような

賠償金請求が実際 になされ る と、そ れは 「残忍 な勝者 によって なされ た文明史上最
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も暴虐 な行 為の一つ」 であ る と非難す る。そ して さらに、「も し我 々が故 意 に中央

ヨーロ ッパ を困窮化 しよ うと目論 むな らば、敢 えて予言す るが、確実 に復讐が訪れ

るであ ろ う」(vengeance,Idarepredicしwillnotlimp)と 不吉 な予言 をす る。6そ

して彼 の予言通 り、支払い不可能 な額の賠償金 を課せ られたこ とによ り ドイッの経

済 は破 綻 し、それが ナチス の台頭 を許 し、延 いて は第 二次世 界大戦 の遠 因 となっ

た、 とい う見方 は今 日まで根強 く残 ってい る。

昨今 は、ユ ーロ危機 の文脈で ヴェルサ イユ条約、 とりわけ ドイッに課 され るこ と

になった賠 償金 問題 が再 び脚光 を浴 びる ようになった。例 えば2010年6月 の 『朝

日新 聞』 の記事 には、 ドイ ッが イ ンフレを過度 に警戒 す るの は、「ドイ ッには、第

1次 世 界大戦後 の賠償金支払 いのため に借金 を重 ね、 その結果 、超 イ ンフレにおそ

われ、最 後 はナチス の台頭 をまね いて しまった歴史 があ る」 か らだ と書 かれてお

り、 同紙 は2011年9月 に も同様 の内 容 を記 載 して い る。7さ らに2011年11月 、

「ニ ュー ヨー ク ・タイムズ』紙 上 で、 同紙 の コラムニス ト、 ジ ョー ・ノセ ラ(Joe

Nocera)は 次の ように言 う。

第一次大戦の戦後期 になされた最悪の政策 は、連合国が、敗北 した ドイッ

が支払い可能 な額 を遙か に超 える賠償金 の支払い を ドイッに強要 したこ とか

も知 れない。連合 国は[… …]そ の よ うな支払いが ドイッ経済 を麻痺 させ る

か どうか な ど大 して気 に とめ なか った。

そ して もちろん、賠償金の支払いが ドイッ経済 を麻痺 させ るこ ととなった

のだ。1930年 代初期 まで に、 ドイッの経済 は事実上破 綻 してい た。連 合国

の容赦 ない賠償金の取 り立 てが ドイツ国民 に強烈 な怒 りを育 んだ。 この大衆

の怒 りと、経済的困窮が ア ドルフ ・ヒ トラーの台頭 を促 した こ とにつ いて疑

いの余地 はほ とん どない。8

そ れ故 ドイッは過去の教訓 を踏 まえ、今回 はギ リシャに対 して寛大 な措置 を とるべ

きである と彼 は主張 している。 この ような レ トリックは、 カナ ダ人歴史学者 のマー

ガレッ ト ・マ クミラン(MargaretMacMillan)に 言わせれ ば、「歴史の悪用」(abuse

ofhistory)と い うことになるであろ う。 それはつ まり複雑 な現代の問題 に対す る見
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解 を、 それ と同 じくらい複雑で ある過去の 出来事 を過度 に単純化す るこ とによって

規範 とし、正 当化 しよう とす る行為 のこ とであ り、 「現在か らの逃避」で もあ る。9

ヴェルサイユ条約 に基づ くヴェルサ イユ体制(Versa皿esSystem)一 それがVersailles

の名 を冠 す るSystemと 呼ぶ に値 するかは疑問で はあるが一 はナチス ・ドイッの手

によって終焉 を迎 えた。 しか しなが らヴェルサ イユ体制 は、 ドイッのみ な らず、 フ

ラ ンス に とって も同様 に受 け入 れ難 い ものであ った。そ してそ もそ も英米 には、ケ

イ ンズが言 うような 「故意 に中央 ヨーロ ッパ を困窮化」す る意 図な どなか った。 フ

ラ ンス にはその ような意図が あったがそれ を実現す る力 な ど、「容赦 ない取 り立て」

をす る力 な ど持 ち合 わせ て い なか った。確 か に ドイ ッ は しば しば 「天 文学 的」

(astronomical)と 形容 され る多額 の賠償金 の支払 い を義務 づ け られた。 だがその

全額 を請求 され たわけで も、 ま してや支払 ったわけで もない。 ノセラの指摘 通 り、

1930年 までに 「ドイツの経 済 は事 実上破綻 」 していた。 しか し 「賠償 金 の支 払い

が ドイッ経済 を麻痺」 させ た とい うよ りも、賠償金 の支払い を逃れ よ うとしたこ と

が 「ドイ ッ経済 を麻痺」 させ、「ア ドル フ ・ヒ トラーの台頭 を促 した」 と言 う方が

まだ事実 に近い。

本稿 の 目的は、 ヴェルサ イユ条約 はケ イ ンズが主張 した ような 「カル タ ゴの講

和」(CarthaginianPeace)で はなか った こ とを明 らか に し、 さ らに、 この条約で

最 も問題視 され るこ ととなった、賠償金 を定め た章 の冒頭の231条 、い わゆる 「戦

争責任条項」の成立過程 とその影響 を考察す るこ とで、 この条約の真の問題点 を解

明 し、 いか にそ れが解決 困難 な問題 であったか を論 じるこ とにある。

「カ ル タ ゴ の 講 和 」

第二次 ポエ ニ戦争 に敗れ たカルタゴは、紀元前201年 にローマ との 間に締結 した

講和条約 によって、海外の領土 を奪 われ、他 国 と戦争す る際 はローマの許可が必要

になった。 この条約 は また、当初 は軍船 の保有 は20隻 に制 限 され るはず であ った

ものが10隻 に まで減 らされ、5,000タ レン トであ った賠 償金 は10,000タ レン トに

増額 され る とい う、厳 しい ものであ った。年 間200タ レン トを50年 間支払 うこ と

を義務づ け られ たカルタゴは、紀元前151年 に賠償金 を前倒 しで完済 した。 だがそ

の後、隣 国ヌメディアの襲撃 に反撃 したこ とが、 ローマ に条約違反 と看倣 され第三
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次 ポエニ戦争 へ と発 展 し、 ローマ は カル タ ゴの住民 を虐殺 し、生 き残 りを奴 隷 と

し、街 を焼 き払 いカルタゴを滅 ぼ した。10

ケイ ンズ は、 ヴェルサ イユ条約 はカルタゴの講和 のような もので ある とし、次の

ように言 う。

将来 の世界政策 につ いて二つ の対立す る計画が提示 された。 それは[ウ ッ

ドロウ ・ウィル ソン(WoodrowWilson)]大 統領の14力 条 と、 クレマ ンソー

(GeorgesClemenceau)の カルタゴの講和であった。 しか し、敵 は無条件降

伏 を したわけで はな く、[14力 条の]講 和 の一般 的性質 に関す る合 意条件の

下で 降伏 したの であるか ら、 その場 に提示 される資格が あったのは、 その う

ちの一つだけであったのだ。11

14力 条で は直接賠償金 については言及 していない ものの、賠償 範囲 は7、8、11条

に定め られ てい る ドイッが侵略 した地域の復興費用 を超 える もの にはな らない はず

で ある。 さ らに講和 の条件 として アメ リカが1918年11月5日 に ドイツに通達 し、

ドイツが受 け入 れた、いわ ゆる 「ラ ンシ ング ・ノー ト」 におい て、 「陸海 空か らの

ドイツの侵略 によって、連合 国の民 間人 とその財産 に対 して与 え られ たあ らゆる損

害 に対 して ドイツに よる賠償 が なされ こと とす る」 と記 されている。12賠 償金 と し

て ドイッが支払 い義務 を負 う範 囲は14力 条 よ り拡大 されてい る ものの、飽 くまで

も民 間 人に対す る賠償 金(reparation)で あ り、戦費賠 償金(indemnity)で は な

い。そ れに も拘 わ らず、 ロイ ド ・ジ ョージ(DavidLloydGeorge)は 、兵士の恩

給 と別居手 当 という、本来 な ら戦費賠償金 に当 たる もの を賠償金 に入れ るよう主張

し、最終的 にはウィルソ ンもそ れを認め、 ヴェルイサユ条約 に組み こまれるこ とと

なった。

その一方 で、1918年10月28日 、 アメ リカ政府 は ドイッ政府 に対 し、「正当化で

き、提示で きる唯一の休戦 は、合衆 国 と連合 国をあ らゆる措置 を講ず るこ とがで き

る立場 に置 き、 そ して ドイツの側か ら戦争 を再 開す るこ とを不可能 にす る もので な

くてはな らない」 と通達 してお り、実質的 には ドイツの無条件降伏 に近 い もので も

あ った。13ヴ ェルサ イユ条約 の締結 を、 そ してその履行 を困難 に した大 きな要 因の
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一つ は、 この ように休戦後 に ドイッが置かれ た立場が曖昧であ った こ とであ る。当

時 の ドイッは、東部戦線で は完全 な勝利 を収め、西部戦線 において も、 目に見 える

形での完全 な敗北が訪 れる前 に、つ ま りはベ ルギーの大部分 とフラ ンス の一部 を占

領 してい る状態 で休戦 を迎 えため、 ドイ ッ国民、 とりわけ銃 後の民 間人に とって、

軍事的敗北 を実感す るこ とは困難で あ り、責任逃れ のために軍部が プロパ ガ ンダに

よって敗北 を覆 い隠す余地が残 され た。そ して前線で は敗北 してお らず、銃後のユ

ダヤ人や社会 主義者 た ちの裏切 りに よって敗 北 した とい う 「背後 か らの一突 き神

話」(DolchstoBlegende,Stab-in-the-backMyth)が 生れ ることとなった。

T.C.W.プ ラ ンニ ング(Blanning)は 、二つ の世 界大戦 を比較 し、次 のように言

う。

[… …]決 定 的な戦争(decisivewars)は その後 に長期の平和が訪 れ、そ

うでは ない戦 争 は、 その逆 であ る。1945年 の調停 団が、彼 らの努力 の成果

を、1919年 の先任 者 よ りも遙か に長続 きす る ものにで きたの は、彼 らに優

れた見識が あったか らで はない。そ うで はな く、交渉 に先立つ戦争が よ り決

定的 な性質であ ったか らで ある。14

第一 次世 界大戦 の休戦 か ら34年 後、連合 国は前 の大戦 で戦 後処理 を困難 に した原

因で ある 「休戦」で はな く、完全 な軍事的勝利 を 目指 した。既 に大勢が決 した後 に

ドレスデ ンを爆撃 し、第一次大戦時 に ドイッ軍が行 った 「残虐行為」 とは比較 にな

らない規模 の民 間人 を殺害す るこ とで 「無条件降伏」 を引 き出 した。 このような断

固 とした態度 を採 ったのは戦時 中のみで はない。戦時 中か ら続 く食糧難 は、 ポッダ

ム協定 に より最大 の穀物余剰地域で あった オーデル ・ナイセ東岸 をポーラ ン ドに割

譲 した ことによ りさらに深刻化 し、その上石炭生 産量 は80%減 り、1946年 の ドイ

ツの一人 当た りGDPは 、1880年 代 以降最低 の2200ド ル ほ どに過 ぎなか った と指

摘す る者 もいるほ どであ る。15第 二次世界大戦後 の ドイ ツは、あ らゆ る点 において

前 の大戦後 よ りも過酷 な扱 いを受 けた。無論、賠償金 も例外で はない。第二次大戦

後 の東 ドイツは1945年 と46年 に はGNPの50%、53年 で もなお12.9%を 、西 ドイ

ツでは1946年 にはGNPの14.6%を 、53年 には3.8%に まで減 った ものの、平均す
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る と8～13%を 賠償金 と して支 払 った。16そ れ に対 して、第一 次大戦後 、1919年

か ら1932年 にか けて ドイ ッが 支払 っ た賠償 金 は、 最 も多 く支 払 っ た1921年 で

GNPの8.3%、 平均す る と2.6%で ある。17最 終 的に両大戦問期 に ドイッが支払 った

賠償 金総額 は、228億9100万 金 マル クであ り、ECPの 中で ケイ ンズが、「滞 りな

く ドイッが支 払い可能 な最大 限」 と した20億 ポ ン ド(400億 金マ ル ク)を も大幅

に下 回る額 であった。18

但 し、第二次大戦後 は、先の大戦 の後 は漠然 とした ものであ った ソヴィエ トの脅

威が よ り明確 な形で存在 してお り、西側諸 国の 問で西 ドイッの復興 は不可欠であ る

とのコ ンセ ンサ スが得 られ、欧州復興計画(EuropeanRecoveryProgram)、 い わ

ゆるマー シャル ・プラ ン(MarshallPlan)を 導入 するな どして西 ドイ ツが 「奇跡の

復興」 を遂 げた とい う点が異 なっている。確 かに1948年 か ら52年 にか けて アメ リ

カは西 ドイッに約11億 ドル を拠 出 した。 しか しなが ら第一 次世界大戦後 の アメ リ

カは、 それ を遙か に上 回 る約35億 ドルをワイマー ル共和 国日寺代 の ドイッに事 実上

支払 ってい る。ス ティーブ ン ・シューカー(StephenA.Schuker)は 、 これ を 「ア

メ リカの ドイツに対す る 『賠償金』」(American"Reparations"toGermany)と 称

し、物価調整後 の金額 は、マ ーシャル ・プラ ンによる支払いの4倍 に上 る と述べて

い る。19さ らにアメリカのみ な らず フラ ンスやイギ リスか らも、 ドイッが支払 った

賠償金 の1.4倍 以上 の資本が ドイッに流入 し、後 にデ フ ォル トされたため、実質的

には第一次大戦後 の ドイッは賠償金 を支払 ってい ない どころか、 自国の復興費用 と

戦費の一部 を戦勝 国に負担 させ たこ とになる。マ ーシャル ・プラ ンとはその資金の

性質 に大 きな違 いがあ る ものの、経済的側面か ら見 て も二度 目の大戦後 の ドイツの

方が過酷 な扱い を受 けた と言 える。 それ故、単 にヴェルサ イユ条約やそれ に基づ く

賠償金 が ドイッに とって過酷過 ぎたか らとい う理 由で、ナチス ・ドイツの台頭 を、

さ らには第二次大戦 を不可避 な もの に した と言 うこ とはで きない。

「私 に期待 されている ことをな し得 るこ とがで きるの は神 のみだ。」20パ リを離れ

アメ リカへ戻 る船上で、偽 りの予言者 との汚名 を着せ られたウィル ソ ンはこう漏 ら

した。第二次大戦後、連合 国はヴェルサ イユ条約で な し得 なか ったウ ィルソ ンの言

う 「勝利 な き平和」 とい う崇高 な理念の実現 に向 けて努力す るので はな く、 その理

念 を実現不可能 な もの として捨 て去 った。 さ らには両大戦 問でその影響力 を拡大 し
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ていったケイ ンズの主張 を今一度否定 し、 カルタゴの講和 に近づ けるこ とを選 んだ

ので ある。

それで もなお、第一次大戦後の状況 と"CarthaginianPeace"と の問には類似性が

あ る。ケイ ンズではな くロイ ド ・ジ ョージが予言 した ような意味 におい てで はあ る

が。 ロイ ド・ジ ョージ は、1918年10月 、「も し今平和 が訪 れる と、20年 後 には ド

イツ はカル タゴが 第一 次 ポエニ戦 争 につ いて言 っ た こと と同 じ事 を、つ ま りは、

我 々はこんな間違いや あんな間違い を したが、準備 を整 え、 よ りよい組織 を作 るこ

とで次 の戦争 には勝利す るこ とがで きる、 と言 うで あろう」 と危惧 し、 さ らに 「ド

イッが実際 に酷 く打 ちのめ され るこ とな く、戦い を止め るこ とに本 当に価値があ る

の だろ うか」 と言 う。21ロ イ ド ・ジ ョージは、休戦後 に訪れるであ ろう状況 を、戦

場で はな く、 カルタゴの政治変動 によって最終的 な勝敗が決 した 「第一次」 ポエニ

戦争 後の 「カル タゴの平和」 と比較 してい る。そ の後 の成 り行 きを見 る と、 ロイ

ド ・ジ ョージは将来起 こ りうる危機 をケ インズ よ りも正確 に予言 してい た と言 えよ

う。 しか しなが ら既 に4年 間の総力戦 を戦 って きた1918年11月 の イギ リス、そ し

てフラ ンス には、参戦 して問 もない アメ リカ とは異 な り、戦争 を継続す る余力 も大

義 もなか った。 さ らに休戦後の ロイ ド ・ジ ョージは、 ドイツで はな くフラ ンス こそ

が イギ リス に とっての最大 の脅威 にな り得 る と看倣す ようにな り、 ドイツに対す る

警戒心 を徐 々に弱め てい った。

「寛 容 」 の 欠 如

1968年 、 クウェンテ ィン ・ベル(QuentinBell)は 、 ヴェルサ イユ条約が失敗 し

た理 由につ いて次 のような見解 を述べ、ケ イ ンズを擁護 した。

ドイッを永遠 に無力化す るこ とになる とい う意味 におい ては、 ヴェルサ イユ

条約 は 「カルタゴの」講和で はなか った。そ うで あれ ばまだよか ったであ ろ

う。 ヴ ェルサ イユ条 約 はサ ムニ ウム人が ローマ 人 に課 した よ うな講和 であ

り、 それ によってローマ人 は屈辱 を受 けたが、永遠 に武装解除 され るこ とは

なか った。 この点 におい て、 ヴェルサ イユ条約の批判者 は確か な根拠 に基づ

いていた。 と言 うの も、究極 的な大惨 事 を引 き起 こすの にこれ以上の方法 は
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なか ったか らだ。そ して寛容 とい う知恵 に訴 えたケイ ンズ は完全 に正 しか っ

たの だ。22

ヴェルサ イユ条約 の問題点 は 「寛容」の欠如で あった。ベ ルの指摘通 り、そ してケ

イ ンズ 自身 も予測 して いたよ うに、 カルタゴの講和 とヴェルサ イユ条約 との 問には

そ の後 の経緯 にかな りの差 異があ る。23だ が それは ドイ ッとカル タゴの違い とい う

よ りも寧 ろ、連合 国 とローマの態度 の違い にあ る。 ローマ は、 た とえ賠償金 を払い

終 えようが、 カルタゴが存続す る限 り条約 は永遠 に有効 な もの と看倣 し、そ れを口

実 にいつで もカルタゴを滅 ぼす こ とがで き、そ して実際 に滅 ぼ した。 だが連合 国は

ドイッに課 した賠償金 を減額、免除 し、 ヴィルヘ ルムニ世の訴追 を諦め、 ラインラ

ン ト駐留軍 を条約で定 め られた5年 前 に撤退 させ るな ど、 ドイツに対す る締 め付 け

を徐 々に緩和 してい き、最終的 にこの条約 はヒ トラーによって一方的 に破棄 され る

こ ととなった。 そのためベ ルは、 カルタゴの講和 と同様、二度 と ドイツが復興で き

ないほ どの過酷 な条約 を課 し、実践 した方が まだま しで あった と言 う。 だが ドイッ

に対 しカルタゴの講和 を課す こ とは不可能であ った。 カルタゴの講和が ローマ とカ

ル タゴの 間で締結 され た二国 間条 約で あ ったの に対 し、 ヴェルサ イユ条 約 は、27

力国 と ドイッ との問で結 ばれた講和条約で あったか らだ。それ故 ドイツの扱 いを巡

り深刻 な連合 国間の対立 を引 き起 こ し、極端 に厳 しい、或い は極端 に寛大 な措置 を

講 じるこ とな どで きなか った。

フランスの経 済学者、 イヴ ・カルサ ラ ドゥ(YvesCarsalade)は 、「「絶対 的命令』

(diktat)に よって、 ドイツ人 は深刻 な屈 辱 を味わい、領土 を切 り離 され、 国土の一

部 を占領 され、賠償金の責任 を負 わされ、その支払い を強制 されたが、現実 にはその

経済力 はほとん ど無傷 のままであった(dansunesituationdepuissance6conomique

pratiquementintacte)と い う点を忘れてはならない」 と主張す る。24無 論 、4年 間に

わたる総力戦 を限界 まで戦い、交戦 国の 中で最多の戦死者 を出 し、連合 国よ り先 に

力尽 き、全 ての植民地 と領土の一部 を奪 われ、賠償金の支払い を義務づ け られ た ド

イツが経済 的に無傷で あるはず はないの だが、 ヨーロ ッパの他の交戦 国 と比較 した

上で相対的 に見 れば、 カルサ ラ ドゥの主張 は的 を射 てい る。

1919年 の フランス の人 口が4000万 人であ ったの に対 し、 ドイッは ヨー ロッパ最
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大 の6500万 人 とい う人 口を抱 えてい た。交戦 国の 中で若者の死亡率が最大で あ り、

低 い出生率 のため高齢化社会 にな りつつあ ったフラ ンス に とっては、 ドイツの持つ

経済力 は脅威 であった。25ク レマ ンソーの右腕 としてパ リ講和会 議 に参加 したア ン

ドレ ・タルデュー(Andr6Tardieu)は 、「ドイ ッの民主主義 とや らは、あ らゆる点

において道徳性が欠如 して」お り、エーベ ル ト(FriedrichEbert)や ヒンデ ンブル

ク(PaulvonHindenburg)と いった 「軍 国主義や帝 国主義の手先」が高い地位 に

就 いている と新生 ワイマ ール共和 国を非難 し、 さ らに ドイッのエ ーベ ル ト政府がス

イス式 の軍事制度 の導入 を試み てい るこ とに対 し、 それ によって193師 団が動員可

能 にな り、その数 は1918年 、 ドイ ッが春期攻勢 をか けた時 と同 じで ある と警告す

るな ど、戦後 も ドイッに対す る警戒心 を緩め るこ とはなか った。26

パ リ講和会議 にお けるク レマ ンソーの最大の 目的 は、 フラ ンスの世論が求 めてい

た普仏戦争や、第一次大戦で領土が侵略、 占領 され た事 に対す る復讐で はな く、将

来 の安全保障で あった。そ のため、 ドイッか ら独立 したライ ンラ ン ト共和 国を創設

し、 フラ ンスの影響下 に置 くこ とによ り、独仏 間の緩衝地 帯 にす るべ きであ る とい

うフェルデ ィナン ・フォ ッシュ(FerdinandFoch)元 帥の主張 を抑 え、 ク レマ ンソー

は英米 に譲歩 し15年 間占領軍 を置 くのみに止め、その見返 りに英米 との間に安全保

障条約 の締結 を勝 ち取 った。27第 一次大戦 は、英米 の援助 がなければ フラ ンス は ド

イッに敗北 していたで あろう。故 に、戦後 に解消 された両 国 との 同盟関係 を、再 び

築 き、 それ を恒久化す るこ とが フラ ンスに とっては何 よ りも重要で あった。 しか し

なが ら1920年 にア メ リカの上 院で ヴェルサイユ条約 の批准 が否決 された ことによ

り、 アメ リカ との安全保障条約 は実現 しなか った。 さ らにロイ ド ・ジ ョージは、 フ

ラ ンス との安全保障条約 は、 アメ リカ とフラ ンス との条約の存在が前提条件であ る

としたため、 イギ リス との安全保障条約 もまた実現す るこ とはなか った。パ リ講和

会議 におい てク レマ ンソーは、 ライ ンラ ン トを巡 る議論 の中、 ロイ ド ・ジ ョージに

対 し、 「あなた方の 国民 と我 々の 国民 との間 には心理上 の相 違点が ある。 つ ま りあ

なた方 は海 とい う防壁 の背後 にある 自分 の島 にい るのに対 し、我 々は大 陸 にお り、

そ の国境 はお粗 末な ものなのだ」 と訴 えた。28だ が結 局は戦前 と同 じく、 自国に勝

る国力 を保持 した ドイッ とともに大陸 に取 り残 され るこ ととなった フラ ンス は、 ド

イツに対す る警戒心 を維持 し続 ける必要が あった。
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一方 ドイッは、 ヴェルサ イユ条約 によって国土 を奪 われ、人 口の10%、 領土 の8

分 の1、 鉄鋼産 出能力 の43.5%、 鋼鉄 産出能力 の38.8%を 喪失 したが、 そ もそ もこ

れ らの領土 の ほ とん どは、昔 か らの ドイ ッ領 で は な く、過 去 の戦 争 で他 国 か ら

奪 った もの である。そ してヴェルサ イユ条約が調印 され る一年前 に、 ドイツはブ レ

ス ト=リ トフス ク条 約 に よって、 ロ シアか らそ の人 口の34%、 農地 の32%、 炭

鉱、鉄 鉱石鉱 山の75%を 奪 った ばか りで あっ た。29さ らには ロシア との 問に誕生

した脅威 とな り得 ない小 国が、緩衝地 帯 としての役割 を果 た し、 国境 を接す る大国

は フランスのみ にな った こ とで戦前 よ りも安 定 した地理 的条 件 を得 るこ とに なっ

た。

この よ うな状況下で ドイツを擁護 し、繰 り返 し賠償金 の減額 を訴 えるケイ ンズ に

対す る敵意が フラ ンスで高 まったのは当然 のこ とか も知 れない。 タルデ ューはケ イ

ンズの こ とを、「ケ ンブ リッジ出身の ドイツ贔屓 の物書 き」 と呼 び、「ケ イ ンズ氏 に

よってな されたフラ ンスに対す る、 フラ ンス代表 団に対す る、そ してフラ ンスの政

策 に対 す る侮 辱 に関す るこ とで時 間 を無駄 にす るつ も りはない」 と怒 りを露 にす

る。30ま た、 フラ ンスの右翼組織、 アクシ ョン ・フランセーズ(Actionfrangaise)に

所属 していた歴史学者、 ジャック ・バ ンヴ ィル(JacquesBainville)は 、 ヴェルサ イ

ユ条約は 「厳 しくすべ きところです ら穏健す ぎる講和」(Unepaixtropdoucepour

cequ'elleadedur)だ と言い、ECPは 「表面上 は科学的」 だがその中身は 「矛盾 に

満 ちた」 ものであるとして 『講和 の政治的帰結』(加3Co〃 ∫⑳鰐%c63ρ01吻 π6∫吻1α

ρ鷹1920)の 中で次 のように批判 した。

ケイ ンズ は敗戦 国につい ては悲観的 に見 てい る。彼 は戦勝 国につい ては楽観

的で ある。 フランスが被 った損害 につい ての彼の見積 もりは非常 に低い。一

般的 に思 われ てい るよ り遙か に少 ない 出費で我 々は復興で きる と彼 は信 じて

いるのだ。彼が最 も懸念 しているの は ドイッの運命 なの だ。 もし ドイッに適

切 な処置 を しなけれ ば、 そ して もし戦勝 国の協力 と援助 によって ドイツを復

興 させ なけれ ば、全 ヨーロ ッパ は困窮 と混乱 に陥 る と、彼 は悲 しげに繰 り返

している。31
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フラ ンスの抱い た不満 は、今 なお ドイッの脅威 にさ らされてい るかつて の同盟 国フ

ラ ンスの復興 よりも、敵 国で あった ドイツの復興 を重視す るケ イ ンズの、そ してイ

ギ リス の態度 に対 してであ った。

フランス人経済学者 、エチ ェンヌ ・モ ン トゥー(EtienneMantoux)は 、第二次世

界大戦 に従軍 し、 ドイツが降伏す る8日 前 に西部戦線で戦死 した。彼の著書 、『カル

タゴの講和一 ケ インズ氏の経 済的帰結』(丁 加Cα 励 ㎎編 α%.P6α6θoγ'勉Eooπo〃zゴ6

Co〃∫6昭6κoθsげ1瞼.抽 ッ〃6∫)が出版 されたのは、彼が戦死 した1年 後であ り、そ し

てケ インズが亡 くなった1946年 の ことであった。その中でモ ン トゥーはケイ ンズ を

批判 し、次の ように述べている。

賠償金は経済的に支払い可能な範囲を超えたものではなかったのだ。賠償金

がその金額通 りに強制されていたら、それによって間違いなくドイツに最大
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

の圧力 をかけるこ とがで きていただろ う。 ドイッを徹底的 に絞 り尽 くすべ き

だ と提言 したことで、サー ・エ リック ・ゲ ッデス(EricGeddes)は 、ケイ ン

ズ氏 に よってパ リサ イ人 の子孫の ように横柄であ る とい う レッテルを貼 られ

た。 だが彼 の能率の良 さ と推進力が、政敵の持つ偏見 に も拘 らず、第一次大

戦 中、 イギ リス を徹底的 に絞 り尽 くす こ とによって最 も致命的 な障害 のい く

つか に打 ち勝 ったので あるか ら、他の多 くの者 よ りも経済的可能性の 限界 を

よ りよ く見極め られ たの はゲ ッデスであ ろ う。 だがその こ とが忘れ去 られ る

こ とが余 りに多す ぎた。[… …]賠 償金 が支払 われなか ったの は、賠償 金 を

支払 い た くない とい う、 ドイッの 自然 な態度が 原 因では ない。 そ うでは な

く、連合 国が、 ドイツに賠償金 を支払 わせ るため に必要であ った手段 を講 じ
ヘ へ

るために協力す る気が ないか、或い は協力す るこ とがで きない とい う、あ ま

ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

り自然で はない よ うに思 える態度 を露呈 したか らなの だ。32

モ ン トゥーは、賠償金 の支払い を拒 む ドイッの態度 は 「自然 な」 こ とで あ り問題 と

は していない。 そうで はな く ドイツに賠償金 を支払 わせ るこ とに消極的であ った連

合 国の 「自然で はない」態度 こそが問題で ある とし、そ の原 因はケ イ ンズが連合国

間の対立 を引 き起 こ したこ とにある とす る。無論、 この ような対立構 造 を生み 出 し
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た責任 をケ イ ンズ のみ に帰す こ とはで きない。 ドイツへ の親近感 と、 フラ ンスに対

す る敵意 は多 くのイギ リス人 に共有 されてい た。 ソヴィエ トとフラ ンスを押 さえ込

む こ とが可 能 な場 所 に位 置 し、戦 前 は輸 出、輸 入額 共 に第二位 の貿易 相 手 国で

あ った ドイ ツの復興 は、 イギ リス に とっては政治 的に も経済 的 に も極 め て重 要で

あ った。1919年 以 降 イギ リス金融界 の ドイツ との結 びつ きは年 々強固 な もの にな

り、 ドイッに多額 の融資 を行い、 ドイッの海外貿易 の窓 口に もなった。 さ らにイ ン

グラン ド銀行総裁 のモ ンタギ ュー ・ノーマ ン(MontaguNorman)は 、英独 の金融

協力体制 によって大陸での覇権 を狙 う米仏 を牽制す る とともに、 ドイッを繁栄 した

資本主義 国 とす るこ とによって、共産主義 の拡散 を阻止 しよ うと試み た。33

A.J.P.テ イラー(Tailor)は 、「人戦 を経験 した後の イギ リス人 は、二度 と大 き

な戦争 を行 わない決意 を した。彼 らの唯一 の関心事 はフラ ンス と ドイッを和解 させ

るこ とであ り、 そのこ とは現実 には、 フランス を犠牲 に して ドイツに譲歩す るこ と

を意味 してい た」 と戦後 の状況 を述べ てい るが、少 な くとも1920年 代 のイギ リス

の採 った政策 は、独仏 の和解 を目指 していた とは言い難 い。34早 くも休戦の翌月 に

保守党 のジ ョー ジ ・カーゾ ン(GeorgeCurzon)が 、「将来我 々が最 も恐 れな くては

な らない大 国はフラ ンス なので はないのか と真剣 に心配 してお ります」 と述べ てい

るよ うに、 イギ リス は ドイッの復興 を重視す る一方で フランス に対す る警戒心 を強

め てい き、 ドイッにフラ ンスを押 さえ込 ませ るこ とで大陸 にお ける勢力 の均衡 を維

持 しようとしたのである。35

一方 、ク レマ ンソーは 自伝 の 中で、 イギ リス は休戦協 定 に関す る議論 の際、「全

力で ドイッを助 ける任務 に没頭 し、勢力均衡の針が 「同盟 国』であ るフラ ンス に触

れ るこ とを何 よりも恐 れていた」 と不満 を漏 らし、 ロ ン ドンで ロイ ド ・ジ ョージ と

交 わ した会話 を次 のように振 り返 ってい る。

「私[ク レマ ンソー]は 休 戦の翌 日か ら、君の こ とを フランス の敵 じゃない

か と思 っていたのだよ。」「で もそれが常 に我 々の伝 統的 な政策 じゃなか った

のか な」 と彼 は答 えた。 この ような考 えに従 って、 ロイ ド ・ジ ョージ氏 とダ

グラス ・ヘイグ(DouglasHaig)陸 軍元帥は、 ドイツに課せ られた条項 を軽

減 しよ うと模索 して きたのだ。36
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大陸で の勢力均衡 を 目論 むロイ ド ・ジ ョージの犯 した誤 りは、 フランス に対す る恐

怖 心 か ら ドイ ッの国 力 を過小 評価 し、 フラ ンス の国力 を過大 評価 した こ とにあ

る。そ れによって休戦時 に既 に差の あった独仏 の国力 を均等化す るので はな く、 さ

らに拡 大す るこ ととなった。 そ もそ も勢力均衡 に よって もた らされる平和 とは即

ち、相手 国 との緊張関係 を、相手 国を脅威 と感 じる恐怖心 を解消す るので はな く維

持 させ るこ とで こう着状態 を作 り出す こ とに過 ぎず、そ れによって恒久的 な平和状

態 を もた らす こ とはで きない。 ヴェルサ イユ体制下での独仏の勢力 は、軍事力で は

フラ ンスが上 回ってい た ものの、人 口、工業力、経済力で は ドイッが優位 に立 って

お り、 フラ ンス は ドイツの持つ高い 国力が軍事 目的 に転化 され るこ とを恐れ、その

恐怖心か ら ドイツに対 して厳 しい措置 を要求す るこ とになった。37

確 か にベ ルが 言 うよ うに ヴェル イサ ユ条 約 とその後 の ヴェル サ イユ体 制 に は

「寛容 」が欠 けていた。 ケ インズ の壮大 な ヴィジ ョンは、 ヨー ロ ッパ の連合 国が ド

イツに対 し寛容 な態度 の臨み、 それ によってアメ リカに ヨーロ ッパ に対す る寛容 な

措 置 を、つ ま りは連合 国 間債務 の デ フォル トと国際融 資 を引 き出す とい うもので

あ った。38だ が様 々なレベル にお ける寛容 の欠如 のため、それは実現 不可能であ っ

た。連合 国間債務 のデ フ ォル トを求 める英仏 に対す る、最大の債権 国、 アメ リカの

態度 は、 カル ビン ・クーリ ッジ(CalvinCoolidge)大 統領が言った とされる 「彼 ら

は金 を借 りたん じゃなか ったのか?」(Theyhiredthemoneydidn'tthey?)と い

う言葉 に集約 されるように、理 由の如何 に拘 らず、借金が借金であ るこ とに変 わ り

はな く、返済す るのは当然 の義務 であ ると して取 り合 わなか った。39つ ま りアメ リ

カには ヨーロ ッパ の旧連合 国に対す る寛容が欠 けて いたのだ。その一方、英米 とは

異 な り自国が戦場 となったフラ ンス は、 ドイツに対す る憎悪 と恐怖心の ため、 ドイ

ッに対 す る寛容が 欠 ける こと とな った。 そ して アメ リカに、 イギ リス に、 ドイ ッ

に、 さ らにはケ インズ に欠 けていた もの は、そ のようなフラ ンス に対す る寛容であ

り理解で あった。
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戦争責任条項

231条

連合 国政府 は、 ドイツ とそ の同盟 国による侵略 によ り強い られ た戦争の結

果 として連合 国政府、及 びそ の国民が被 ったあ らゆる損失 と損害 を引 き起 こ

したこ とに対 し、 ドイッ とそ の同盟 国に責任が あるこ とを確認 し、 ドイッは

それ を承諾す る。

232条

連合国は、本条約の他の条項によって もたらされる恒久的な資産の減少を

考慮すると、そのような損失 と損害を埋め合わせるのに十分な資産を ドイッ

は持ち合わせていないことを認識 している。

しか しなが ら連合国は、各国が連合国の一員 として ドイッと交戦 していた

期間に、陸海空か らの ドイッの侵略によって連合国の民間人 とその財産に対

して与えられたあらゆる損害、及び本条項の付属書1に 定められている全て

の損害に対する賠償を要求 し、 ドイツはそれを承諾する。40

このヴェルサ イユ条約231条 は、一般 に 「戦争責任条項」(WarGuiltClause)と

呼 ばれ、 ドイッー 国に戦争責任 を帰す るこ とによって多額の賠償金 を取 り立 てる口

実 と看倣 され、不 当な条約 を象徴す る条文 となった。条約の草稿 を手渡 され た ドイ

ツ代表 団の ブロ ック ドルフ=ラ ンツ ァウ(UlrichvonBrockdorffRantzau)外 務大

臣は、 ク レマ ンソーに宛 てた書簡で次の ように反論 した。

ドイツは、1918年11月5日 にラ ンシ ング国務 長官 に よって書 かれた覚書

に基づ く賠償金支払いの義務 につい ては、戦争責任 に関す る疑問 とは無関係

に受 け入 れます。以前の ドイッ政府が世界大戦 を引 き起 こ した責任 を負 うこ

とで、連合 国が戦時 中に被 った損害 を ドイッに賠償 させ るいか なる権利が生

じるこ とも、 ドイッ代表 団は認め るこ とはで きませ ん。[… …]

ドイッの人 々は戦争 を望 んでい ませ んで した し、侵略戦争 を企 てた事 な ど
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一度 た りともあ りませ ん。 ドイッの人 々は常 にこの戦争 は防衛の ため の戦争

で ある と確信 してい たのです。

また、 ドイッ代表 団は、戦争の起源 に関 して連合 国 と見解 を共有す るこ と

はで きませ ん。 ドイッ代 表団 は、以前 の ドイツ政府 が、 この戦争 に関 して、

唯一 の、若 しくは最大の責任が ある と看倣す こ とはで きかね ます。41

ドイ ツ側 は、 ランシ ング ・ノー トに記 され てい る民 間人 に対 す る賠償 責任 は負 う

が、そ れ以外の賠償金、つ ま り戦費賠償金の請求 は、 ドイツー 国のみ に開戦責任が

あ り、 ドイッが侵略戦争 を行 った という不 当な根拠 に基づいてい るため、払 う義務

はない と主張 してい る。

しか しなが ら231条 が作 成 された理 由 は、 ドイ ッに戦 争責任 を負 わせ るためで

も、賠償範 囲を無制 限に拡大 し、賠償金 をつ り上 げるためで もない。それ どころか

この条文 は賠償金 の請求額 を抑 える 目的で作成 され た ものであ った。第一次世界大

戦 は戦勝 国が被 った損害の規模 の大 きさの ため、 これ までの戦争 と同 じよ うに敗戦

国に戦費 を全額負担 させ るこ とは不可能で あった。 それ に も拘 わ らず、いや寧 ろそ

れ ほ どの甚大 な被害 を被 ったか らこそ、 ドイッに戦費 を支払 わせ るこ とを求 める英

仏 の世 論 が高 ま り、 その世 論 を背 に講和会 議 に臨 んだ ク1/マ ンソーや ロイ ド ・

ジ ョージ と、14力 条 に沿 う形で条約 を作 成す る こ とを望 む ウィル ソン との間 には

大 きな意見 のず れがあ った。 ク レマ ンソー とロイ ド ・ジ ョージは賠償金 に戦費 を含

め る よ う主 張 した の に対 し、 ア メ リカ代 表 団 の ジ ョ ン ・フ ォス タ ー ・ダ レス

(JohnFosterDulles)は そ れを頑 なに認め なか った。賠償金の請求 を放棄 したアメ

リカ と、賠償金 を受 け取 る立場 の英仏の提示額 はか け離 れてお り、 この ギャ ップを

埋 めるべ く他 な らぬ ダ レス ら、 アメ リカ代表 団によって編み 出され た妥協案が この

231条 であ った。

全戦 費 を ドイ ッに支 払 わせ るこ とが不可 能であ る と認識 した ロイ ド ・ジ ョー ジ

は、世論が納得す る方法で、そ の事実 を伝 えるこ とが必要であ る として次の ように

述べ た。
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支払 うべ き全額を支払 う能力が敵にはない とい う指摘を草稿か ら取 り除いて

はならない。全戦費よりも少ない支払い額を受け入れざるを得ない とする英

仏政府の態度を、何 らかの方法で正当化せねばならない。 もし我々が戦費を

支払わせることが不可能である場合は、それは請求することが不当であるか

らではなく、得ることが不可能であるか らということを明確にしなくてはな

らない。

そ れ に対 しク レマ ンソーは、「そ れは単 に言 葉の 問題 に過 ぎない。 だがそ れで も、

賠償 を要求す る我 々の権利 は制 限されるこ とはな く、支払い可能 な限界 を定 めるの

は、我 々 自身である とい う貴方の意見 には賛成 だ」 と答 えた。42ロ イ ド・ジ ョージ

や ク レマ ンソーには、望み通 りの賠償金が ドイッか ら得 られ ないのであれ ば、少 な

くとも条文 の中でそれが不可抗力で あったこ とを明文化す るこ とで、 自国の有権者

に対 し弁明す る必要が あったので ある。

231条 を作成 した ダ レスは、1919年8月5日 の合 衆国上 院外交 委員会 において、

この条項 は 「道徳的責任」(moralresponsibility)に 言及 してい る ものであ る と言

い、次 の ように説明 してい る。

私 の解釈 では、賠 償金 に関す る最初 の条項[231条]は 、あ らゆ る損害 を

引 き起 こ したこ とや、あ らゆる戦費や他 の費用 に対 し、道徳的責任 は ドイッ

にある というこ とです。 しか しそれ を履行す るこ とは、つ ま りあ らゆる損害

を回復す るこ とは ドイツには不可能であ る と連合 国は認識 し、 ドイツの支払

い能力の範 囲内で最大 限、そ こで述べ られている特定の損害 に対 して支払い

をす る よう要求す るこ とに限定 したのです。43

賠償金に戦費を入れることに反対 していたにも拘 らず、 ドイッは戦費の支払い義務

を理論上は負 ってい るとダレスは述べているのだが、それ こそが彼 の、そ して

ウィルソンの行った譲歩であった。この条項は、道義的には ドイツには全ての戦費

を支払 う義務があると認めることで英仏の世論の溜飲 を下げ、それと引き替えに、

続 く232条 で法的責任を制限する目的で、つまりは実際に支払う賠償金には戦費を
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含めず、 ドイッが支払 い可能な範囲内に限定することを目的 とした折衷案であった。

後 にロイ ド ・ジ ョージは、 この件 に関 して次 のように振 り返 ってい る。

我々の ドイツに対する要求を戦費賠償金にするべ きか、賠償金にするべ き

か、つ まり勝者が敗者 か ら取 り立てる罰金にす るのか、あるいは国民が

被った損害に対する賠償請求にするのか という問題に関 しては、 ドイッの支

払い能力が[民 間人への]賠 償金の請求を全て満たす前に尽 きて しまうこと

は、私には明 らかなことであった。故に我々が ドイッか ら受け取るものを戦

費賠償金にするのか賠償金 にするのかは純粋 に学問的関心の問題に過 ぎな

かった。44

ドイッに戦費を払わせるとい う選挙公約に近づけるため、せめて名称だけで も戦費

賠償金にすることを切望 していたロイ ド・ジョージにとっては、決 して 「純粋に学

問的関心の問題」などではなかったであろう。だがいずれにせよ ドイッに戦費を全

て支払わせることが不可能であるということは認知されてお り、賠償金額は、必然

的に ドイツの支払い能力に依存することとなり、実際に請求された賠償金額は、民

間人の被害総額を下回るか、或いはそれ と同程度であり、兵士の恩給や家族の別居

手当といった、その正当性が疑わしい賠償金を控除 したところで、単に連合国間で

受け取る賠償金の配分に影響を与えるのみである。つまり 「戦争責任条項」は英仏

の世論に配慮 した表面的なものに過 ぎず、仮にランシング ・ノー トに沿って道義的

に正当な賠償金のみが課せ られていたとしても、 ドイツの経済的負担が軽減するこ

とはなかったであろう。事実、民間人に対する賠償金のみを支払 うと主張 していた
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ

ドイッ側か らそ れまで に三度 なされ た賠償金の提示額のいずれ を も実質的 には下 回

る額 を、1921年5月 に連合 国は ドイッに請求する ことになった。45

ロイ ド ・ジ ョー ジは、1921年3月 にロ ン ドンで行 った演 説の 中で、戦争責 任 を

否定 し、条約の、 とりわけ231条 の改正 を求め る ドイツ側 の主張 に反論 し、「連合

国に とっては、 この戦争 に対す る ドイツの責任 は根本的 な ものであ る。その基礎の

上 に講和条約 が構築 され たので あ り、 もしそれが否定 された り放棄 され た りした

ら、 この条約 は無効 にな るの だ」 と言 う。 『ニ ュー ヨー ク ・タイムズ』紙 は、 この
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演説 は 「列席 した連合 国 の代 表団 の深 い共感 」 を呼 ん だ一 方で、 ドイ ツ代表 団の

「怒 りを喚起 した」 と伝 えてい るが、後者 の影響の大 きさを考慮す る と極 めて不適

切 な発言 だったか も知れ ない。単 なる形式上の もの に過 ぎなか った231条 が この条

約 の中核 をなす と言い放 ち、 さ らにこの条項 を覆す こ とによってヴェルサ イユ条約

が無効 になる と宣言 したこ とは大 きな意味 を持つ。

また ロイ ド・ジ ョージ は この演 説 の中 で、 「1871年 の フラ ンク フル ト講和 条約

は、 フラ ンスに非があ る とい う仮定 に基づ くもので あ り、それ によ り ドイツは単 に

賠償金 を要求す るのみ な らず、全 ての戦費 をフラ ンスに支払 わせ た。 フラ ンスが こ

の裁断 に異議 を唱 えるこ とを ドイッは決 して許 さなか った」 とも述べてお り、それ

が いか に過酷 な もので あって も、勝者 によって課せ られ た条約 を受 け入れ るのは敗

戦 国 としての当然 の責務 と してい る。46だ が興味深 い ことに、休 戦の翌 日、つ ま り

1918年11月12日 、首相 官邸で 自由党 の支 持者 に対 す る演 説の 中で、彼 は次の よ

うに述べ ていた。

恒久 平和 の原則 と矛盾 しない条約 こそ永 続す る もの です。1871年 の例 を戒

め としようで はあ りませ んか。報復感情や強欲、意地汚い欲望 を、高潔 な原

則 よ りも優先 させ るよ うなこ とがあ って はな らないのです。正義 の厳格 な原

則か ら政府 を逸脱 させ よう と、そ して下劣で、強欲で、 あさま しい復讐や強

欲 とい った も くろ み を満 足 させ よ う と熱 心 な試 みが な され る こ とで し ょ

う。47

フラ ンクフル ト条約 を例 に挙 げ、復讐の連鎖の不毛 さを説 く彼の主張 は、勝利 な き

講和 を説 くウィル ソンの14力 条 に、 さ らには後の ケイ ンズの主張 に も近 い。 しか

しなが ら1918年 末の選挙戦 では ドイッに対 す る一方 的な敵意 を顕 わに した。 この

選挙 は、 同年 に改正 され た国民代表法 によって有権者の数が4倍 に増 えたため、 ロ

イ ド ・ジ ョー ジ は新 た な有権 者 の思惑 を把 握 で きず にい た。11月 の段 階 で は、

「我 々の任務 は何か。 イギ リス を英雄が住 むに相応 しい 国にす るこ とだ」(Whatis

ourtask?TomakeBritainafitcountryforheroestolivein)と い う彼の有名 な

言葉 に表 れている ように、内政問題 に重点 を置い て選挙戦 を展 開 していた。48だ が
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有権者が求 めている ものは、 ドイッに対す る厳 しい措置で ある と気づ くと ドイッに

対 して強硬 な態度 を表明す るようにな り、12月 の演 説では次の ように述べ た。

カイザ ーは起訴 されね ばな らない。 この戦争 は犯罪で あったの だ。 その こ

とに疑問 を差 し挟 む者 な どい るだろうか。 これは身の毛 もよだつ恐 ろ しい犯

罪で あったのだ。[… …][ベ ルギーの]中 立 を保障す る条約が紙切れ一枚だ

とい う言 葉 を忘 れ て はな らない。 問違 い無 くこの戦 争 は犯 罪 であ ったの

だ1[… …]人 類 に対す るこの非道 な行い を看過 してはな らない。49

有権者の動向 を過度 に気 にす る余 り、 ロイ ド ・ジ ョージの ドイツに対す る態度 に

は一貫性が欠如す るこ ととな り、 ドイッを厳 しく罰 しよう とい う姿勢 と ドイッの衰

退 を危惧 し復興 の手助 けを しよう という姿勢の二極 の問を揺れ動 きなが らも、次第

に ドイ ツに対 して寛容 にな り、 逆 に フ ラ ンス に対 して厳 しい態度 を取 る よ うに

なった。50

1940年 、 ダ レス は、「何 に もま して、 この条項[231条]に 対 す る ドイツ人の憎

悪 こそが今 日の ドイツの基礎 となった」 こ とを認め、次 のように弁明す る。

賠償金 を取 り扱 った代表 団[… …]の 頭 の中にあ ったの は、単 に、賠償金 に

関す る ドイツの理論上の責任 につい ての意見 の相違 を解決す る打 開策 を見 出

す こ とだけであ った。そ れ故、講和条件 に対す る ドイツの見解 によって、 こ

の条項が 「戦争責任」(warguilt)を 歴史的事実 と判断 してい る と読 むこ と

も可 能で あ り、 そ して実 際 にそ う看 倣 され る よ うに なっ た こ とは驚 きで

あった。231条 は余 りに広 く知 れ渡っていたた め、今更修正す る ことは政治

的に不 可能で あった[… …]。 故 に、 この条項が持つ に至 った重要性 は、意

図されたので はな く偶然生 じた もの と言 える。51

231条 を撤回す るこ とは戦争 目的 自体 を否定す るこ とになるため、一度公 になった

この条 項 を ドイツ側 か ら非難 された か らとい って取 り下 げ る こ とな ど不 可 能で

あ った。そ もそ も、戦争責任が ドイッにあ るこ とは、 た とえそ こに誤 りが含 まれて
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い よ うが、 当時 の連合 国の政治家 に とって は自明の こ とで もあ った。52

一 方 ド イ ツ で は、1919年 に 外 務 省 に 設 立 さ れ た 「戦 争 責 任 局 」

(Kriegsschuldreferat)が 中心 とな り、 この条約 の中で最 も問題がある、つ まり最 も

容易 に非難す るこ とが可能 である231条 に対 す る反対 を通 して条約の修正 を国内外

に訴える高度 に組織化 されたプロパガ ンダが展 開された。53政 治的中立 を装 ってはい

た ものの、実質 的 には戦 争責任 局 の下 部組織 で あ った 「戦争 原 因調査 セ ンター」

(ZentralstellefUrErforschungderKriegsursachen)に 所属 していたヘルマ ン ・ル ッ

ッ(HermannLutz)が 、「ドイッに全 く責任が ない とい うのは事 実で はない」 と認め

ている ように、戦時中の交戦国のプロパ ガンダとは異な り、両大戦問の ドイッ外務省

の プロパ ガンダは、連合 国に全責任があ り、 ドイッには何の罪 もない とい う極端 な主

張 を控 える傾向が年 々強 くなった。54こ のような控 え 目な方針 を採 った理 由は、 ドイ

ツは何 の罪 もなかった と主張する極右 と ドイツの戦争責任 を完全 に認める極左 の主張

を抑え、党派 を超 えた保守的な統一見解 を作 り出す ことで、条約 の改正 を求める強力

な国内世論 を形成す ると共 に、 ドイッに も一定の責任があると認 めた上 で連合国の責

任 を追及す ることによって、 ドイッの責任の程度 を測定 しようとす る者 を沈黙 させ る

ためであった とヘルマ ン ・ウィ トゲ ン(HermanJosephWittgens)は 論 じてい る。55

ドイツ外務省 は、 ドイツに対 し好意的 な見解 を持 っている海外の、 とりわけ、歴

史学者 のシ ドニー ・フェイ(SidneyB.Fay)や ロバ ー ト ・オーウェ ン(RobertL.

Owen)上 院議員 といった、ア メリカの歴史学者 、政治家 との接触 を図 った。その

中で、初期 のプロパ ガンダに最 も貢献 した者の一人 として、 アメ リカの歴史学者で

あ り、第二次大戦後 はナチス と日本 の戦争 目的 を擁護 し、 ホロコース トを否定す る

修正主義者 の中心的存在 となったハ リー ・バ ー ンズ(HarryElmerBarnes)の 名

を挙 げ るこ とがで きよう。1924年 以 降、外務省 は彼 に資金援助 を し、駐米 ドイツ

大使 を通 して様 々な資料 を提 供 し、彼 の著作 の宣伝 活動 を行 い、 ドイ ツ語 に翻訳

し、 フラ ンス語訳 の手配 まで した。 しか しなが ら彼 は、 ドイッ外務省の資料 と先入

観 に基づい て ドイッを擁護 し、事実 の検証 に無頓着であ ったため、次第 に歴史学者

としての評判 を落 としてい った。 このよ うな彼 の過激 なまでの ドイツ擁護論 は、条

約 の改正 を 目論 む戦争責任局 に とって も害 を もた らす可能性が あったため、最終的

には戦争責任局 はバ ー ンズ との 関係 を絶つ こ ととなった。
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ところでバ ー ンズは、彼の代表作、 『世界大戦の起源』(丁 勉G6麗 廊(抑 舵 砕b714

防7)の 冒頭 に、 イギ リスでは ヴィルヘルムニ世の訴追 を定め た227条 と231条 を

条約か ら削除 しようとい う運動が起 こ り、ケ インズがその運動 を支持 してい ることを

伝 える1926年 の 「クリーブランド ・プレイン ・デ ィーラー』(α6紹 伽4P伽 〃1)6αZ6r)

紙 の社説 を引用 してい るの だが、ケ インズ は231条 につ いて どの ように考 えていた

のであ ろ うか。56ECPに お いて彼 は、 この条項 は単 に 「言葉の問題 に過 ぎず、条文

作成 にお ける芸術的 な技で あ り、そ れによって誰 も害 を被 るこ とはな く、 当時 は遙

か に重要 と思 われてい たの だが、今後審判の 日まで、あ れほ ど重視 され るこ とは二

度 とないであろ う」 と述べ てい る。57彼 が重視 していたのは実際 に請求 され るこ と

になる賠償金の 内訳 と総額であ り、 それ らとは何の 関係 もない231条 の持つ重要性

に気づ いてい なか ったため、彼 の予言 は外 れ るこ ととな った。それ どころか彼 は、

パ リ講和会議で、 この条文 と非常 に類似 した提案 を していた。

1919年3月28日 、賠 償 金提 示 額 を巡 る議論 の 中で ケ イ ンズ は、「ドイッ 人 に

「これがあ なたが たの負 う義務の ある ものです。 しか し我 々 はあ なた方 が どの くら

い支払 えるのか まだ決定 してい ませ ん』 と伝 えるこ とを提案 します」 と言 った。 ド

イッを憎 む世論が収 まってか ら金額 を決定す る方が妥当 な額 を提示で きる と考 えた

ケ イ ンズ は、 た とえ表面上 は高額 な賠償金 を要求 してい るよ うに見 えて も、実際 に

請求す る額 を ドイッの支払 い能力の範 囲内 に収め るこ と望み、 この よ うな提案 を し

たので あろ う。 それ に対 しウィルソ ンは、 アメ リカ連邦議会で否決 され ないや り方

だ として即座 に賛成 し、「どの ような額 であれ、 フラ ンス と同様、 イギ リスで も多

くの人 々が 『少 なす ぎる1』 と叫ぶ」 こ とを心配 してい たロイ ド ・ジ ョージに して

も同様で あ り、 ヴェルサ イユ条約で賠償金額 を提示す るこ とは見送 られ、詳細 な取

り決 めは賠償金委員会 に委 ね られ ることになった。58ケ イ ンズの望み は飽 くまで も

当初提 案 して いた200億 金 マル クとい う賠償 金額 に決定 す ることで あったのだが、

パ リ講和会議で はこの よ うな額 を認 めさせ るの は不可能で ある と気づ き、妥協 して

上記の よ うな提案 を行 ったので あろ う。 だがそ の ようなや り方 は、 「白紙 の小切手」

に署名 させ る行為 であると して ドイッ側 か ら激 しく非難 されるこ ととなった。

イギ リス代表 団のハ ロル ド ・ニコルソ ン(HaroldNicolson)は 、「当時の雰囲気

を考慮す る と、4年 問の戦争 に よってあ らゆ る民主主義 国で喚起 された激情 を考慮
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す る と、穏健 で高潔 な講和 を編み 出す ことな ど、超人 で も不 可能で あっただ ろう」

と講和 会議 を振 り返 ってい る。59ま た、 ダレスは、「ひ ど く興奮 した[英 仏 の]世

論が会議室 に侵入す るこ とは避 けが たか った」 ため、英仏の代表 団は、世論か ら独

立 した判 断を下 す ことが不 可能であ った と述べてい る。60戦 時中の プロパ ガンダで

散 々 ドイッに対す る敵対心 を煽 られ たイギ リス 国民が、休戦 によって即座 に ドイツ

に対す る憎悪 を忘れ られ るわけはなか った。結局 ドイツに対す る憎悪 とい う文化的

動員が解除 され ない ままパ リ講和会議 に突入す るこ ととなった わけだが、そ もそ も

ロイ ド ・ジ ョージがパ リ講和会議 にイギ リス代表 として参加で きたの は、戦時 中の

プロパ ガ ンダによって増 長 され たその ような国民感情 を利用す る ことで12月 の総

選挙 に勝 ったか らであ る。

プロパ ガ ンダの影響 下 にあ る国民 の世論 を背 にパ リ講和会 議 に臨 んだロ イ ド ・

ジ ョージには、 ドイツに対 して厳 しい制裁 を科す こ とが期待 されていた。 しか しそ

の よ うな講和 を課す こ とは不可能で あ り、仮 に可能であ った として も、それ によ り

フラ ンス、及 びソヴィエ トの大陸で の影響力が増す恐れが あるため、彼 に とっては

望 ま しい もの で は な か っ た。 ア メ リ カ代 表 団 の 一 人、 エ ドワ ー ド ・ハ ウス

(EdwardMandellHouse)は 、賠償金 に関 してロイ ド ・ジ ョージは、「純粋 に彼の

選挙母体 をなだめるための額 を欲 してお り、 ドイツが支払い を怠 って も喜 んで許す

気 であった」 と記 してい る。61戦 後 の新秩序 を打 ち立 て る際には、そ して現実的 に

ドイッが支払い可能 な賠償金額 の低 さを国民 に納得 させ るため に も、 プロパ ガンダ

に扇動 され た 自国民の激 しい感情 を鎮め る解毒剤 を彼 は欲 してい たので ある。それ

故ECPの 出版 は、 そ こ に彼 自身へ の非 難 が 含 まれ て い る と は言 え、 ロ イ ド ・

ジ ョージが望 んでい た もので もあった と言 えよう。英独双方 ともに条約 を ドイツに

とってよ り穏健 な ものへ と修正す るこ とを望 んでい たの だが、その ため には、 ドイ

ッは戦日寺中のプロパ ガ ンダを継続す る必要性が生 じたの に対 し、 イギ リスは戦時 中

の プロパ ガ ンダの影響力 を消 し去 る必要性が生 じた。つ ま り両大戦 問期 の ドイッの

プロパ ガ ンダ とイギ リスの カウ ンター ・プロパ ガ ンダは共犯関係 にあった と言 える

ので はない だろ うか。62

西部戦線 に従軍 したF.P.ク ロウジ ャー(Crozier)は 、戦後、戦時 中に流布 した

残虐行為の プロパ ガ ンダは 「勝利の ため に必要 な獣 のような残虐性 を引 き出すの に
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役立つ」 と皮肉を込めて言 う。63確かに、総力戦であ り消耗戦であるこの大戦を耐

え抜いて勝利す るためには、 プロパ ガンダは不可欠であった。 しか しなが ら、

人々に ドイッに対する盲 目的な怒 りを喚起 し、それを維持 し続けることによって勝

利 したイギリスは、戦後その代償を払うこととなったのである。

パ リ講和会議では、自国の世論を背にした各国の代表団の間で、さらには一国の

代表団の問でも利害関係が対立することが度々あった。そのため一国の、若 しくは

一人の主張がそのまま通ることなどなく、ケインズの行ったような妥協が至る所に

散見される。このような妥協こそがこの条約の弱さであ り、そ して英米仏の妥協に

よってもたらされた231条 こそがこの条約の最大の欠点 となった。この条項の存在

によって、単に帝国時代への回帰を熱望する ドイツのナショナリス トや、過去の失

策を覆い隠そうとする帝国時代の官僚や幕僚のみならず、民主主義的価値観を尊重

している者であっても、条約を修正するためには過去の体制を擁護 し、その戦争責

任を否定する必要性が生 じた。短期的に見ればこの条項は、大多数の ドイツ国民が

共有可能な価値観をもたらすことによって、帝国時代の官僚の協力によって維持さ

れていた誕生間もない不安定な政治体制を安定させることに寄与 した。 しか し長期

的には ドイッの民主主義そのものを崩壊させる力を秘めたプロパガンダの流布を助

長、若 しくは強要することとなった。

お わ り に

第一次大戦の教訓か ら、敗者 に 「カルタゴの講和」 を、過酷 な賠償金 を課す こ と

はさ らなる紛争 の火種 とな り、 また道徳的 に も大い に問題があ る とい う共通認識が

得 られ た と言 うのな らば、 なぜ第二次人戦後の ドイッにはそれ以上 に厳 しい制裁が

課せ られ、 ドイツはそれ に従 ったのか。そ してなぜ未 だ にイラクは20年 以上前の

1990年 の クウェー ト侵攻 時 に同国に与 えた損 害 に対す る賠償金 を払い続 けてい る

の か。642011年12月 まで にイラクが支払 った賠償金 は2760億 ドル以上 に上 り、 イ

ラクの国会 議員 、ア リヤ ・ナ シフ(AliyaNusief)は 、 「クウェー トは、過去 の政治

体制 の採 った政策 に対 して責任の ないイ ラク国民 を未 だに徹 底的 に処罰 してい る」

と、1919年 のブ ロ ック ドルフ=ラ ンツ ァウと同様の非難 を し、「ク ウェー トが イラ

ク国民 の処罰 に固執す るこ とで、両 国間にある憎悪 の種 を解決不可能 な ものす るか
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も知れない」 とケインズば りの予言をする。65これらの事例は、戦勝国が多大な犠

牲を強いられた戦争の後に敗戦国に課せ られた制裁は、その後に重大な破局が訪れ

た場合はその原因として非難され、その後大 きな紛争に発展 しなかった場合は当然

の報いであるとして忘れ去 られ、そ してそれが現存する問題の場合は、解決するこ

とがいかに困難かを如実に物語っていると言えよう。
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